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§１ 教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価の実施について

（根拠）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正（平成２０年４月施行）が

行われ、新たに「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等」

を行うことが義務付けられたことにより実施する。

（目的）

地方教育行政組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき、効果的な

教育行政の推進を図るとともに、町民への説明責任を果たすため、教育委員会

が執行した事業について自ら点検・評価を行い、その報告書を議会へ提出する

と共に、町民に公表するものである。

併せて、学識経験者の意見も踏まえ、点検・評価結果を次年度以降の施策の

推進や改善に反映させることを目的とする。

（対象事業）

教育委員会が前年度（平成２５年度）策定した重点施策の１２項目に基づき

実施した学校教育の充実や生涯学習の振興などの事務事業を対象とする。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）】

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一条の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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§２ 藤崎町教育委員会における

点検・評価の取組について

１．平成２５年度 藤崎町教育施策の方針

藤崎町教育委員会は、豊かな心と郷土に対する誇りを持ち、健康で、

創造性に富み、新しい時代を主体的に切り拓く人づくりを目指し、

・個を生かし生きる力と夢をはぐくむ学校教育

・一人一人の学習と社会参加を実現する社会教育

・未来へ伝える貴重な文化財の保存・活用

・活力と感動を生み出すスポーツ

を、青森県教育委員会、その他の関係機関・団体との連携を図りながら

推進します。

２．点検・評価の対象となる事業

藤崎町教育委員会基本方針及び重点施策

〈１〉基本方針

「みんなで創る 心豊かな 優しいまち」を目指し、町民一人一人が、

人間尊重の精神を基調として、心身ともに健康で創造力に富み、うるおい

のある生涯学習社会の形成者として、広い視野を持ち、変動する社会に主

体的に対応できる人づくりを目指す教育の向上に努める。

このため、自然を愛し、文化やスポーツに親しみ、社会における連帯の

心をはぐくむ教育活動を重視し、学校、家庭、地域社会の緊密な連携のも

とに生涯学習の推進に努める。

〈２〉重点施策

（１）確かな学力の向上

（２）人間尊重を基調とした道徳性の育成

（３）青少年の健全育成といじめの防止

（４）安全・安心で質の高い教育環境の整備

（５）国際化・情報化に対応する教育の推進

（６）人材育成・キャリア教育の推進

（７）生涯学習の推進

（８）生涯スポーツの推進

（９）学校・家庭・地域の連携強化による社会全体の教育力向上

（10）小中連携事業の推進

（11）芸術文化活動の推進

（12）歴史・文化の継承
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３．対象となる期間

平成２５年度とする。

４．点検及び評価の実施方法

社会情勢の変化や施策の重要度、緊急度を総合的に勘案し、藤崎町教育委員

会の重点施策に掲げた事業について、職員による自己点検と評価を実施した。

その手法については、「藤崎町総合計画（ふじさきプラン）」に準拠し達成度

について、以下の基準により A ～ E の５段階で評価を行った。

なお、事業の内容・性格によっては、成果の判断が困難なものや達成状況の

把握がしづらいものもあるが、事業が及ぼす効果ではなく、計画された事業を

どの程度実施したかに基づいて各事業の評価を行った。

評 価 の 基 準

達 成 度 評 価 内 容

Ａ
実施計画に掲げた施策を達成した。

（ほぼ100％の成果を上げることができた）

Ｂ
実施計画に掲げた施策を概ね達成した。

（75％程度の成果を上げることができた）

Ｃ
現在、施策の達成に向けて動いている。

（半分程度の成果を上げることができた）

Ｄ
現在、施策の達成に向けて動き始めている。

（施策に着手し、動き始めることができた）

Ｅ
現在、ほとんど手をつけていない。

（施策に着手することができなかった）

５．学識経験を有する者の知見の活用

点検・評価について客観性の確保と、次年度以降の教育委員会の事務に活

用するため、教育に関し学識経験を有する外部の方のご意見・ご提言等をい

ただいた。

鳴 海 諄 氏 〔元県立高校教頭・元藤崎町教育委員長〕

鈴 木 政 治 氏 〔元藤崎中学校校長・前藤崎町教育委員長〕

６．点検・評価結果の公表等

町教育委員会における点検・評価終了後、その結果を取りまとめた報告書

を町議会へ提出するとともに、町民へ公表する。
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§３ 教育委員会の概要について

教育委員会は、政治的中立性を維持しつつ、安定性・継続性を確保して教育行

政を管理・執行するため、首長から独立した合議体の執行機関として設置されて

います。

藤崎町教育委員会は、町長が議会の同意を得て任命した５人の委員で組織され

ており、主な職務権限は次のとおりです。

・教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること並びに主要な

教育施策の確立、変更及び実施に関すること。

・規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

・教育長及び職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

・学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

・通学区域の設定及び変更に関すること。

・教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見申出に関す

ること。

・教科用図書の採択に関すること。

・附属機関の委員の任免、委嘱及び解職に関すること。

・教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

これらについて、教育委員会会議において審議しており、また教育委員会会議

以外にも様々な活動を行っています。

※藤崎町教育委員会委員名簿（平成２６年３月３１日現在）

職 名 氏 名 就 任 月 日

委員長 田 澤 文 雄
平成２３年１２月１９日

平成２５年 ６月１６日委員長就任

委 員 成 田 惠 子 平成２２年 ６月１６日

委 員 横 山 岩 雄 平成２５年 ６月１４日

委 員 浅瀬石 久仁子 平成２５年 ６月１６日

教育長 武 田 登
平成２３年１２月１９日

平成２３年１２月１９日教育長就任

教育長は、委員のうちから教育委員会が任命します。

教育長は、教育委員会の指揮を受けて教育委員会の権限に属するすべての事務

の具体的な執行を行います。

この教育長の統括の下に事務の処理を行う組織として、事務局が置かれ学務課

と生涯学習課が設置されています。
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§４ 教育委員会の活動状況について

１．教育委員会会議の開催状況及び審議内容

毎月１回「定例会」を開催し、随時「臨時会」を開催することができます。

平成２５年度は、定例会を１２回、臨時会を１回開催し、下表のとおりの

議案について審議を行いました。

開催月日 種別 内 容

4月4日 議案 藤崎町学区外就学許可基準について

平成25年 藤崎町教育委員会委員の辞職の同意について

第１回

臨時会

4月26日 報告 人事異動について

平成25年 専決事項の報告について

第４回 平成25年4月1日現在町立小中学校児童生徒在籍数について

定例会 平成24年度藤崎いきいき生活大学講座実績について

平成24年度図書館事業実績について

平成24年度常盤ふるさと資料館あすか事業実績について

平成24年度文化センター事業実績について

平成24年度社会体育事業実績について

平成24年度学校給食センター業務実績について

平成26年度使用小・中学校用教科用図書について

藤崎町小中学校修学旅行費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱について

議案 藤崎町学校評議員の委嘱について

5月28日 議案 平成25年度藤崎町一般会計（教育費）第2回補正予算案につ

平成25年 いて

第５回 藤崎町学校給食運営協議会委員の委嘱について

定例会 藤崎町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の補助限度

額の改正について

6月16日 議案 藤崎町教育委員会委員長の選挙について

平成25年 藤崎町教育委員会委員長職務代行者の選任について

第６回

定例会
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開催月日 種別 内 容

7月26日 報告 入札結果について

平成25年 専決事項について

第７回 臨時調理員の負傷事故発生について

定例会 議案 藤崎町地区体育館条例を廃止する条例案

藤崎町地区体育館管理運営規則を廃止する教育委員会規則案

藤崎町学校給食食物アレルギー対応マニュアル案について

8月30日 報告 入札結果について

平成25年 施設整備計画の事後評価について

第８回 議案 平成24年度藤崎町一般会計(教育費)決算について

定例会 平成25年度藤崎町一般会計(教育費)第3回補正予算案につい

て

教育委員会評価委員の委嘱について

9月27日 報告 入札結果について

平成25年 専決事項について

第９回

定例会

10月29日 報告 専決事項について

平成25年 入札結果について

第10回 平成25年度教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書

定例会 案について

常盤小学校蛍光灯用安定器破損事故に係るフｵロー終了につ

いて

11月26日 報告 入札結果について

平成25年 議案 平成25年度教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書

第11回 案について＜平成24年度の実績＞

定例会 平成25年度藤崎町一般会計(教育費)第8回補正予算案につい

て

福舘公民館の指定管理者の指定について

公民館の指定管理者の指定について

福島公民館の指定管理者の指定について

福左内公民館の指定管理者の指定について
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開催月日 種別 内 容

12月25日 報告 平成25年第4回藤崎町議会定例会について

平成25年 専決事項について

第12回 議案 藤崎町教育委員会表彰審議会委員の委嘱について

定例会 藤崎町学校給食センター管理運営規則の一部を改正する教育

委員会規則案について

1月16日 報告 平成25年度藤崎町教育委員会表彰審議会について

平成26年 議案 平成25年度藤崎町教育委員会表彰被表彰者案について

第１回 藤崎町社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条

定例会 例案

藤崎町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例案

2月28日 報告 入札結果について

平成26年 インフルエンザの罹患状況について

第２回 平成25年度藤崎町学力状況調査（活用）集計結果について

定例会 議案 平成26年度藤崎町奨学基金奨学生について

平成25年度藤崎町一般会計(教育費)第10回補正予算案につい

て

平成26年度藤崎町一般会計(教育費)予算案について

3月25日 報告 専決事項について

平成26年 議案 平成26年度藤崎町教育委員会基本方針及び重点施策案につい

第３回 て

定例会

２．教育委員会会議以外の活動内容

教育委員会では、教育委員会会議以外にも以下のような活動を行っています。

（１）町議会への出席

本会議、常任委員会等に出席し、必要に応じて答弁を行っています。

（２）各協議会への出席

青森県市町村教育委員会連絡協議会、南地方市町村教育委員会連絡協議会

等の会員として、役員会や定期（時）総会に出席し、文部科学省や青森県教

育委員会に対して文教施策に係る要望活動を行っています。
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※各種協議会内容

開催月日 内 容 場 所

4月8日 南地方市町村教育委員会連絡協議会総会 黒石市

4月10日 青森県市町村教育委員会教育長会議 青森市

4月10日 青森県町村教育長協議会定期総会 青森市

5月14日 青森県市町村教育委員会連絡協議会教育長会定期総会 青森市

5月23日 青森県市町村教育委員会連絡協議会定時総会 青森市

5月23日 平成25年度市町村教育委員会委員研修会 青森市

8月19日 南地方市町村教育委員会連絡協議会教育長部会 平川市

9月27日 南地方市町村教育委員会連絡協議会秋季研修会 平川市

10月25日 青森県町村教育長協議会研修会 青森市

11月8日 南地方市町村教育委員会連絡協議会教育長部会 弘前市

11月8日 中弘南黒平教育長会研修会 弘前市

11月13日 青森県市町村教育委員会委員長・教育長合同会議 青森市

（３）学校等の視察

教育現場の実態把握を目的として、町立学校等の所管施設の視察を行い、

現場の職員と活発な意見交換を行っています。

視察日 視 察 施 設

7月8日 藤崎中央小学校

7月9日 常盤小学校・明徳中学校

7月10日 藤崎小学校・藤崎中学校

（４）その他行事への出席

入学式・卒業式・立志式・成人式・表彰式等の式典及び各小学校運動会等

の諸行事に出席しています。
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§６ 教育に関する学識経験を有する外部の方の意見

Ⅰ 教育委員会の活動状況について

教育は「人づくり」である。藤崎町教育委員会では、平成２５年度藤崎町教

育施策の方針に「新しい時代を主体的に切り拓く人づくりを目指す」と掲げ、

その目標達成のために教育委員会活動を展開しています。

１．教育委員会会議は、定期的且つ必要に応じて開催され、審議内容は、教育

の向上を図るために必要な事案となっています。

２．管内小学校３校、中学校２校に対する視察や学校訪問などは、定期的に計

画的に実施し、成果をあげているので今後とも継続し、学校等の現場と意見

交換をしながら財政的・人的支援を行っていただきたいと思います。

３．中南地区ばかりでなく、県及び東北の各協議会において他市町村との交流

や意見交換を進め、幅広い視野から教育のありかたを検討し、研修会にも積

極的に参加し、自己研鑽に努めています。

以上のことから、教育委員会の活動は、適切に進められていると判断します。

４．残念なことに、藤崎町教育委員会には指導主事が配置されておりませんの

で、学校教育充実のために今後検討をお願いします。

Ⅱ 学校教育全般について

学校教育の基本的な方針として「個を生かし生きる力と夢をはぐくむ学校教

育」を目標としています。

１．「人づくり」は、確かな学力向上が基本と考えます。

分かる授業、楽しい授業の創造のため、校内研修や授業研究が大事です。

そのためには、授業改善に取り組むことが重要です。

教育現場では、教育委員会の支援が大きいと考えます。

また、今後は家庭学習・キャリア教育などの重要性が増すものと考えられ

ます。

２．平成２５年度は、教育環境の整備に重点をおいて進めています。
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常盤小学校改築事業も順調に進捗しています。各学校とも地域の中核施設

として安心安全な教育環境の整備に留意していることは評価できます。

ハード面は充実してきたので、今後は、新しい社会情勢に対応できる施設

設備の充実に努めていただきたいと思います。

３．現在の経済情勢などから修学が困難な家庭に対する支援も必要であり、今

まで継続して行われてきた補助事業や援助事業などは、継続する必要がある

と考えます。

４．不登校やいじめ等、児童生徒の心の問題について、今後とも関係者が連携

し、早期の発見・把握・対応に努め、学校全体として問題解決に当たるよう

お願いします。

５．学力向上支援員、特別支援教育支援員及び英語指導助手の小・中学校への

配置を行って学校教育充実が図られるとともに、生徒指導、道徳教育、環境

教育、保健・安全等の今日的課題に重点をおいた指導・支援がなされている

ことも評価できます。

今後も支援を継続するよう配慮すると共に、広く保護者や町民に対しても

理解啓発に努力していただきたいと思います。

６．教員の資質・能力の向上に向けた研修と学習の機会が、今まで以上に必要

と考えます。

「分かる授業」「楽しい授業」を目指して個々の教員が児童・生徒理解に努

め、その実態を把握し、それに対応した指導ができるようにすべきであると

考えます。

教員個々の研修は勿論ですが、教員の全体的な資質向上を図るための校内

外での研修の充実が重要であり、教育委員会の支援が必要と考えます。

また、常に授業改善に努め、児童・生徒の興味・関心を引き付ける授業の

工夫・充実を図り、達成感を味わえるようありたいものと思います。

「仮説・体験学習授業」などでは、生き生きとした授業展開ができますの

で取り組んで見ることも必要かと思います。

７．義務教育においては、小中連携が学習活動のみならず、重点施策実現にも

大きな影響を与えます。学力の向上はもちろんですが、学校における教育活

動全般に亘って成果が期待できます。
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小中連携事業が今後も継続するよう願っています。

Ⅲ 社会教育全般について

社会教育については、生涯学習実施計画の策定、青少年教育、成人教育、家

庭教育等、幼児から高齢者に至るまでのさまざまな層の町民に対する活動が展

開されています。

平成２５年度の藤崎町教育委員会では、社会教育の重点施策として「生涯学

習の推進」「生涯スポーツの推進」「学校・家庭・地域の連携強化による社会全

体の教育力向上」「芸術文化活動の推進」「歴史・文化の継承」をあげています。

１．生涯学習の推進

生涯学習は、町民の生きがいある暮らしの希求、価値観の多様化により、

町民から寄せられるニーズが質量とも増大の一途をたどり、さらに幅広い学

習機会の提供が求められるものと考えられます。

これらのニーズに応えた取り組みが展開されるように、事業の企画運営に

ついては、生涯学習推進本部・生涯学習推進協議会を中心として、さらなる

充実を期していただきたいと思います。

「生涯学習だより」の発行、「生きがいセミナー」の実施、「社会教育関係

団体の活動支援」等に対する助成など積極的に行っている点は高く評価され

ます。特に「いきいき生活大学」については、今後ニーズの高まりが予想さ

れるので、魅力ある内容づくりやＰＲ方法を検討され、新たな参加者を開拓

していただきたいと思います。

２．生涯スポーツの推進

健康志向の高まりは、生活様式の変化に伴いこれまでにない勢いを見せて

いることから、町民の健康維持や体力づくりを支える各種事業は、これから

も益々需要が高まることが予想されます。

これらのニーズに応えるため、安心して利用できるようにスポーツ施設の

維持管理に努めるとともに、誰でも気軽に参加できる身近なスポーツ活動の

場・機会を充実させていくことも必要です。

「チャレンジデー」の参加定着、「軽スポーツ巡回指導」の実施、「第２１

回青森県民駅伝大会」の参加、「第６８回市町村対抗県民体育大会」への参加、

「スポーツ教室・講習」事業の開催、「体育施設の維持管理」等には、積極的

に対応している点は評価できます。

一方、競技スポーツ活動を支える環境の整備・事業の継続とともに、技術
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の向上に合わせた継続的な支援や条件整備を行うことも必要と思います。

藤崎町体育協会の充実・発展にも支援が必要であり、各競技団体では、対

外試合等に参加する選手養成が急務と考えます。また町の代表として参加す

るには、勝負強さも望まれ、そのための強化練習は、時間をかけ継続して行

うことが大事であると思います。

練習の密度の濃さが結果として出てきますので、競技スポーツの指導者の

支援も教育委員会の大事な使命と考えます。

３．学校・家庭・地域の連携強化による社会全体の教育力向上

多様化する家庭環境の現状では、「藤崎町家庭教育」「放課後子ども教室」

「藤崎町学社融合」の事業の推進、「郷土クラブ」「思春期セミナー」「おはな

し会」の実施などきめ細かに積極的に活動していることは高く評価されます。

４．社会教育に於ける小中連携事業の推進

町内５校で連携し、リーダー研・少年交流事業・通学合宿などを開催し、

情報交換をして、学力向上、非行防止、いじめや不登校児童・生徒への対応

を協議し、課題解決のために取り組んでいることは高く評価されます。

これからも事業の継続をお願いしたいと思います。

５．芸術文化活動の推進

文化センターは、自主事業・文化芸術団体・ウイー少年少女合唱団等の活

動支援を行い、町民はじめ津軽地区の多くの文化団体等が利用しており、芸

術文化の拠点として役割を果たしている点は高く評価されます。

「常盤ふるさと資料館あすか」の「常設展」「企画展」は、県内外から高く

評価され、多数の鑑賞者が来館していることは誇りにして良いと考えます。

町内の文化芸術団体ばかりでなく、各地からの利用者もあり、幅広く活動し

ていることは高く評価されます。

今後とも利用促進が図られるよう支援していただきたいと思います。

６．歴史・文化の継承

「藤崎町年縄奉納行事伝承保存事業」「菊様の舞・松助の踊り」の伝承活動

をはじめ、歴史・文化の継承に努力していることは高く評価されます。

今後とも事業の継続に努めると共に、文化団体の育成、歴史資料の収集・

調査、文化財の保存・保護等の多彩な活動により町民の芸術文化意識の高揚、

伝統文化や歴史に対する認識を更に深めるようにお願いしたいと思います。
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市町村教育委員会こそ、実態を把握して地域の実情に即した教育行政ができる

ものと考えます。

今後は、更に教育及び教育行政の充実・発展のための施策について十分検討を

重ね、信頼される教育委員会になるように、教育委員はじめ教育関係者は努めな

ければならないと考えます。

専門的な分野において深めなければならない場合は、外部から学識経験を有す

る者の知見を活用することも必要と思われます。

「教育は人づくり」、子どもたちが主役であるという認識の上に立って教育行政

を担う教育委員会であれば、市町村教育委員会の存続の意義は、強まることはあ

っても弱まることはないと考えます。


